
３ 参照条文 

○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）（抄） 

〔定義〕 

第二条 （略） 

②～⑧ （略） 

⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは，次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 

一 （略） 

二 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給する

ことであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの 

三 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続

して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの 

四～六 （略） 

〔私的独占又は不当な取引制限の禁止〕 

第三条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。 

〔不公正な取引方法の禁止〕  

第十九条  事業者は，不公正な取引方法を用いてはならない。 

○ 不公正な取引方法（昭和五十七年公正取引委員会告示第十五号）（抄） 

（差別対価） 

３ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」

という。）第二条第九項第二号に該当する行為のほか、不当に、地域又は相手方により差別的

な対価をもつて、商品若しくは役務を供給し、又はこれらの供給を受けること。 

（不当廉売） 

６ 法第二条第九項第三号に該当する行為のほか、不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他

の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。 

（拘束条件付取引） 

12 法第二条第九項第四号又は前項に該当する行為のほか，相手方とその取引の相手方との 

取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて，当該相手方と取引すること。 

（競争者に対する取引妨害） 

14 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とそ

の取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いかなる方

法をもつてするかを問わず、その取引を不当に妨害すること。 


